
 

   富岡市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20年法律第 87号。以下

「法」という。)の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請及び審査に関して必要

な事項を定める。 

 （長期使用構造等であることを証する図書） 

第２条 申請に係る住宅の構造及び設備が法第２条第４項に規定する長期使用構造等である

ことを証する図書として市長が認めるものは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成

11年法律第81号)第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する当該申請住宅

が法第６条第１項第１号の基準に適合していることを証する適合証とする。 

 （住宅の規模の基準） 

第３条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成 21 年国土交通省令第３号)

第４条第１項第１号及び第２号に規定する地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積

は、定めない。 

   附 則 

 この告示は、平成 21年６月４日から施行する。 

 


